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令和４年第２回 

美唄市議会定例会会議録 

令和４年６月７日（火曜日） 

午前１０時００分 開会 

 

◎議事日程 

 第１ 会議録署名議員の指名 

 第２ 会期決定の件 

 第３ 諸般報告 

 第４ 議長報告 

 第５ 市政報告 

 第６ 報告第６号 例月出納検査結果報告 

 第７ 報告第７号 例月出納検査結果報告 

第８ 報告第８号 例月出納検査結果報告 

 第９ 報告第９号 例月出納検査結果報告 

 第10 報告第10号 定期監査報告 

 第11 報告第11号 株式会社美唄ハイテク

センターの経営状況報告書提出の件 

 第12 報告第12号 繰越明許費繰越計算書

の件（美唄市一般会計） 

第13 承認第５号 専決処分の承認を求め

る件（令和３年度美唄市一般会計補

正予算（第13号）） 

第14 承認第６号 専決処分の承認を求め

る件（令和４年度美唄市一般会計補

正予算（第１号）） 

第15 承認第７号 専決処分の承認を求め

る件（令和３年度美唄市水道事業会

計補正予算（第４号）） 

第16 承認第８号 専決処分の承認を求め

る件（美唄市税条例等の一部を改正

する条例） 

第17 承認第９号 専決処分の承認を求め

る件（美唄市介護保険条例の一部を

改正する条例） 

第18 議案第25号 北海道市町村職員退職

手当組合規約の一部変更の件 

第19 議案第26号 財産購入の件（情報セ

キュリティシステム等） 

第20 議案第27号 財産購入の件（公用パ

ソコン） 

第21 議案第28号 契約締結の件（サン・

スポーツランド美唄テニスコート改

修工事） 

第22 議案第29号 契約締結の件（美唄市

立東小学校大規模改修工事） 

第23 議案第30号 墓地使用並びに使用料

に関する条例の全部改正の件 

第24 議案第31号 美唄市税条例の一部改

正の件 

第25 議案第32号 美唄市交流拠点施設条

例の一部改正の件 

第26 議案第33号 令和４年度美唄市一般

会計補正予算（第２号） 

 第27 議案第34号 令和４年度美唄市水道

事業会計補正予算（第１号） 

   

◎出席議員（１３名） 

  議 長  金 子 義 彦 君 

  副議長  桜 井 龍 雄 君 

   １番  森   明 人 君 

２番  伊 藤 真 久 君 

３番  齋 藤 久美夫 君 

４番  山 上 他美夫 君 

   ５番  本 郷 幸 治 君 

   ６番  山 崎 一 広 君 

７番  川 上 美 樹 君 

８番  楠   徹 也 君 
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９番  松 山 教 宗 君 

   10番  紫 藤 政 則 君 

   12番  谷 村 知 重 君 

   

◎欠席議員（１名） 

13番  小 関 勝 教 君 

 

◎出席説明員 

市     長  板 東 知 文 君 

副  市  長  市 川 厚 記 君 

 総 務 部 長  猪 谷 憲 恭 君 

市 民 部 長  松 田 公 史 君 

 保険福祉部長  川 西 勝 幸 君 

経 済 部 長  土 屋 貴 久 君 

 都市整備部長  清 水 真 史 君 

 市立美唄病院事務局長  今 澤 清 隆 君 

 消  防  長  菅 原 利 彦 君 

 総務部総務課長  平 野 太 一 君 

 総務部総務課長補佐  新   宗 晃 君 

 

 教育委員会教育長  天 野 政 俊 君 

 教育委員会教育部長  阿 部 良 雄 君 

  

 選挙管理委員会委員長  中 田 礼 治 君 

 選挙管理委員会事務局長  日 下   聡 君 

 

 農業委員会会長  今 田 邦 彦 君 

 農業委員会事務局長  高 橋 修 也 君 

 

a監 査 委 員   西 尾   正 君 

監査事務局長   橋 本 光 明 君 

 

◎事務局職員出席者 

 事 務 局 長  村 谷 昌 春 君 

 次     長  門 田 昌 之 君 

 

午前 １０時００分 

●議長金子義彦君 開会前ではありますが、

この場合、議場の説明員について、副市長及

び農業委員会会長からそれぞれ発言を求めら

れておりますので、これを許します。 

副市長。 

●副市長市川厚記君 発言のお許しをいただ

きありがとうございます。 

私から、人事異動で説明員等に変更があり

ますので紹介をさせていただきます。 

消防長の菅原利彦です。 

保健福祉部長の川西勝幸です。 

都市整備部長の清水真史です。 

総務課長補佐の新宗晃です。 

よろしくお願いいたします。 

●農業委員会会長今田邦彦君 発言のお許し

をいただきありがとうございます。 

私から、４月１日付の人事異動で説明員に

変更がありますので、ご紹介をさせていただ

きます。 

農業委員会事務局長の髙橋修也です。 

よろしくお願いいたします。 

  

午前１０時１０分 開会 

●議長金子義彦君 ただいまより、本日をも

って招集されました令和４年第２回美唄市議

会定例会を開会いたします。 

これより、本日の会議を開きます。 

  

●議長金子義彦君 日程の第１、会議録署名

議員を指名いたします。 

２番 伊藤真久議員 
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３番 齋藤久美夫議員 

を指名いたします。 

  

●議長金子義彦君 次に日程の第２、会期決

定の件を議題といたします。 

お諮りいたします。 

本定例会の会期は、本日より６月16日まで

の10日間とし、うち８日及び９日、11日及び

12日、14日及び15日を休会といたしたいと思

います。 

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議ありませんので、そのように決定い

たしました。 

  

●議長金子義彦君 次に日程の第３、諸般報

告に入ります。 

 諸般報告については朗読を省略いたします。 

諸般報告についてご質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

これをもって、諸般報告を終わります。 

  

●議長金子義彦君 次に日程の第４、議長報

告に入ります。 

議長報告についても朗読を省略いたします。 

議長報告についてご質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

これをもって、議長報告を終わります。 

  

●議長金子義彦君 次に日程の第５、市政報

告に入ります。 

●市長板東知文君（登壇） 令和４年第２回

市議会定例会に当たり、市政の主なものにつ

いてご報告申し上げます。 

 はじめに、「職員の新型コロナウイルス感

染」について申し上げます。 

 本年１月12日から昨日までの間、北海道岩

見沢保健所により、本市職員34名の感染が確

認されました。感染した職員につきましては、

保健所の調査により、業務において市民との

接触はないと確認され、その後、自宅療養等

を経て、全員が職場復帰しております。 

 次に、「新型コロナウイルス感染症に対する

本市の対応」について申し上げます。 

道内においては、新型コロナウイルス感染

症の新規感染者数の減少傾向が続いておりま

すが、感染力が高いオミクロン株などにより

依然として高い水準で推移していることから、

道では５月27日に開催した対策本部会議にお

いて「感染拡大防止に向けた道民の皆様への

お願い」を決定し、対策の徹底を呼びかけて

います。 

 市としましては、こうした道の対策等を受

け、５月30日の対策本部会議において、空知

管内の感染状況を踏まえ、新規感染者数をさ

らに減少させ、医療への負荷を着実に抑えて

いくため、引き続き、基本的な感染防止対策

の徹底を図ることとしたところであります。 

 また、本定例会におきましては、長期化す

る感染症と物価高騰等の影響に対応するため、

感染症対策として４回目接種の体制を確保す

る「新型コロナウイルスワクチン接種事業」

をはじめ、生活支援対策として「子育て世帯

生活支援特別給付金支給事業」及び水道料金

を減免する「水道会計支出金」、さらには、経

済対策として「がんばろう！びばい応援券発

行事業」及び「美唄応援団宿泊助成事業」に

係る補正予算を提案するものであります。 
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 今後とも、市民の皆様が一日でも早く通常

の生活や事業活動を取り戻すことができるよ

う、職員一丸となって「市民の命と暮らしを

守る」対策を切れ目なくしっかりと講じてま

いります。 

 次に、「新型コロナウイルスワクチンの接

種」について申し上げます。 

 ４回目接種につきましては、国の通知に基

づき、３回目接種の完了から５か月以上が経

過した「60歳以上の方」及び「18歳以上60歳

未満の方のうち基礎疾患を有する方その他重

症化リスクが高いと医師が認める方」が対象

となり、６月17日から予約受付を行い、６月

21日から接種を開始する予定であります。 

 今後とも、接種を希望する全ての市民の皆

様が速やかに接種を受けられるよう、美唄市

医師会や市内医療機関の皆様のご協力のもと

全力で取り組んでまいります。 

 次に、「市立美唄病院の建替え」について申

し上げます。 

 去る４月24日、「市立美唄病院建替え基本設

計及び美唄市地域包括ケア推進条例に関する

市民説明会」を市民会館において開催し、計

画及び条例の概要について説明するとともに、

意見交換を行ったところであります。 

 当日参加できなかった市民の皆様には、広

報紙メロディー６月号でその概要をお知らせ

しているほか、会議資料などを市ホームペー

ジで公開しております。 

 また、「病院建替えの設計・施工一括発注方

式公募型プロポーザル」につきましては、４

月１日に公募し、地元企業を構成とする共同

企業体１社の参加申込みがあったところであ

ります。 

 今後につきましては、公開プレゼンテーシ

ョン及びヒアリングによる審査を実施した後、

実施設計の策定と施工に着手し、令和５年度

末の完成を目指してまいります。 

 次に、「令和３年度各会計決算概要」につい

て申し上げます。 

 各会計のうち、市立美唄病院事業会計、水

道事業会計及び工業用水道事業会計は３月31

日をもって、また、一般会計、市民バス会計、

国民健康保険会計、下水道会計、介護保険会

計、介護サービス事業会計及び後期高齢者医

療会計は５月31日をもって、それぞれ出納を

閉鎖しました。その概要は別紙のとおりであ

ります。 

 一般会計につきましては、特別交付税の大

幅な増額やふるさと納税の伸びなどにより、

財政調整基金及びその他特定目的基金などの

年度末基金残高が総額11憶8,045万4,803円増

額するとともに、実施収支で３憶3,582万

4,000円の黒字決算となりました。 

 今後につきましても、持続可能な行財政運

営に向けて、より一層取り組んでまいります。 

以上、申し上げまして報告を終わります。 

  

●議長金子義彦君 次に日程の第６、報告第

６号例月出納検査結果報告ないし日程の第

10、報告第10号定期監査報告の以上５件を一

括議題といたします。 

 これより、本件について一括質疑を行いま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

これをもって、報告第６号ないし報告第10

号の以上５件を終わります。 
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●議長金子義彦君 次に日程の第11、報告第

11号株式会社美唄ハイテクセンターの経営状

況報告書提出の件を議題といたします。 

これより、本件について質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

これをもって、報告第11号を終わります。 

  

●議長金子義彦君 次に日程の第12、報告第

12号繰越明許費繰越計算書の件を議題といた

します。 

これより、本件について質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

これをもって、報告第12号を終わります。 

  

●議長金子義彦君 次に日程の第13、承認第

５号専決処分の承認を求める件（令和３年度

美唄市一般会計補正予算（第13号））ないし日

程の第17、承認第９号専決処分の承認を求め

る件（美唄市介護保険条例の一部を改正する

条例）の以上５件を一括議題といたします。 

本件に関し、提案理由の説明を求めます。 

●市長板東知文君（登壇） ただいま上程さ

れました各案件について、提案理由をご説明

申し上げます。 

初めに、承認第５号専決処分の承認を求め

る件であります。本件は、専決第１号令和３

年度美唄市一般会計補正予算（第13号）につ

いて、令和３年度決算における特別交付税の

大幅な増額やふるさと納税の伸びなどによ

り、大幅な歳計剰余金が見込まれることか

ら、将来的な財政支出に備え、財政調整基金

及び特定目的基金へ積み立てるとともに、青

少年育成基金の長期繰替運用を前倒しして償

還するための経費を計上したほか、繰越明許

費の増額及び追加を行ったもので、急を要す

ることから、地方自治法の規定により、去る

３月31日付で議案に記載のとおり、専決処分

を行ったので報告し、その承認を求めるもの

であります。 

第１条、歳入歳出予算の補正につきまして

は、歳入歳出の予算総額にそれぞれ６億3,000

万円を増額補正し、補正後の予算総額を196

億8,926万3,000円としたものであります。 

補正内容につきまして、歳出から申し上げ

ますと、総務費に「基金積立金」を増額計上

するとともに、諸支出金に「青少年育成基金

償還金」を計上いたしました。一方、歳入に

つきましては、歳出計上額に対応する地方交

付税を増額補正し、財源対応いたしました。

第２条繰越明許費の補正につきましては、令

和３年度当初の歳入歳出予算に計上している

「合同墓整備事業」について、資材単価の高

騰等により、事業費の増加が見込まれるた

め、一般会計補正予算（第８号）により設定

した繰越明許費を増額するとともに、令和３

年度の歳入歳出予算に計上している「道路維

持管理事業（道路パトロール車購入）」につい

て、令和３年度中に事業が完了出来ないた

め、繰越明許費を設定したものであります。 

次に、承認第６号専決処分の承認を求める

件であります。本件は、専決第５号令和４年

度美唄市一般会計補正予算（第１号）につい

て、上美唄排水機場ポンプ施設の定期点検の

結果、第１ポンプ及び第２ポンプに故障が判

明したことから、緊急に修繕を行う経費を計

上したもので、急を要することから、地方自

治法の規定により、去る５月19日付で議案に

記載のとおり専決処分を行ったので報告し、
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その承認を求めるものであります。 

第１条、歳入歳出予算の補正につきまして

は、歳入歳出の予算総額にそれぞれ1,180万円

を増額補正し、補正後の予算総額を175億

5,404万8,000円としたものであります。第２

条、地方債の補正につきましては、歳入歳出

予算に計上している「排水機場整備事業」に

ついて、事業の実施に伴う財源として、排水

機場整備債1,180万円を増額、発行するため、

地方債の限度額を追加したものであります。 

次に、承認第７号専決処分の承認を求める

件であります。本件は、専決第２号令和３年

度美唄市水道事業会計補正予算（第４号）に

ついて、令和３年度決算見込額の消費税及び

地方消費税が増加することから、消費税の公

課費について増額補正したもので、急を要す

ることから、地方自治法の規定により、去る

３月31日付で議案に記載のとおり、専決処分

を行ったので報告し、その承認を求めるもの

であります。 

補正内容につきましては、第３条に定めた

収益的支出の予定額のうち、水道事業費用に

636万3,000円を増額補正し、補正後の予算総

額を７億131万1,000円に増額したものであり

ます。 

次に、承認第８号専決処分の承認を求める

件であります。本件は、専決第３号美唄市税

条例等の一部を改正する条例について、地方

自治法の規定により、去る３月31日付で専決

処分を行ったので報告し、その承認を求める

ものであります。専決処分を行った美唄市税

条例等の一部を改正する条例は、地方税法ほ

か、関連法令を改正する法令が令和４年３月

31日にそれぞれ公布され、一部を除き、同年

４月１日に施行されることに伴い、市民税で

は総合課税または分離課税を、確定申告書の

記載によって行う規定の整備、固定資産税で

は、省エネ改修工事を行った住宅に関わる特

例を拡充等する規定の整備等について、必要

な改正を行ったものであります。 

次に、承認第９号専決処分の承認を求める

件であります。本件は、専決第４号美唄市介

護保険条例の一部を改正する条例について、

地方自治法の規定により、去る４月１日付で

専決処分を行ったので報告し、その承認を求

めるものであります。専決処分を行った美唄

市介護保険条例の一部を改正する条例は、厚

生労働省から令和４年３月14日に通知のあっ

た令和４年度における新型コロナウイルス感

染症の影響により、収入が減少した第１号被

保険者の介護保険料を減免する減免申請書の

提出期限等の規定について、必要な改正を行

ったものであります。 

よろしくご承認いただきますようお願いい

たします。 

●議長金子義彦君 これより、承認第５号な

いし承認第９号の以上５件について一括質疑

を行います。 

10番紫藤政則議員。 

●10番紫藤政則議員 ただいまの専決の承認

の議件が５本提出されました。私はそのう

ち、承認第５号令和３年度美唄市一般会計補

正予算（第13号）の中の第１表、歳入歳出予

算の補正に絞りまして、専決処分がどのよう

な緊急性で認められたのか、具体的にお尋ね

したいと思います。 

先ほど提案理由の説明では、歳入が思いの

ほかたくさん入って、交付税とか、それから
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ふるさと納税というお話もありました。そこ

で基金に積み増しをすると、あわせて長期の

借入れをしていた青少年育成基金、この借入

れを返すために６億3,000万円ということで

あります。金額が非常に大きい、大きくても

緊急性がある、議会を招集することが出来な

いくらいの緊急性は具体的にどんな緊急性な

のか。少し理解に苦しむ部分ありますので、

その点、まずお聞きをしたい。 

●市長板東知文君 承認第５号専決処分の承

認を求める件（令和３年度美唄市一般会計補

正予算（第13号））についてでありますが、特

別交付税の大幅な増額などにより、３月末で

多額の決算剰余金が生じる見込みとなったこ

とから、将来に向けた健全な財政運営に資す

るため、財政調整基金及び特定目的基金への

積立てを年度内に行う必要があると判断いた

しまして、基金の決算期日である３月31日付

で専決処分を行ったものでございます。特

に、特別交付税の決定の時期が遅れてぎりぎ

りになったということが主な理由となってい

るところでございます。 

●10番紫藤政則議員 専決の参考資料の説明

に趣旨・目的というのが書いていまして、そ

こに書かれていることを今お読みになったと

思います。あわせて特交の確定時期が結構ず

れ込んだといいましょうか、そういうような

理由だったようです。この専決の根拠で、179

条の第１項の中にあります「庁が特に緊急を

要するため、議会を招集する時間的余裕がな

いことが明らかであると認めるとき」という

部分、これをお使いになったんだろうと思っ

ております。これは経過がありまして、改正

がされています。改正前は議会を招集する暇

がないと認めるときということでした。それ

が恣意的に解釈、運用されるおそれから、要

件の明確化ということを図ったと私は承知を

しております。言わば、専決処分の乱用を防

止するということ。この中身は、基金に積み

増しをするということが中心ですから、これ

は予算の裏づけがなければ出来ません。しか

しこれは次年度の４月以降の議会の中で提案

して、差し支えないものではないだろうかと

私は思いました。それから緊急性ということ

を言いますと、議会の最終日が３月22日でし

た。先ほど市長も言われた特別交付税とか、

ちょうど除排雪の国の補助金のことも新聞報

道されておりまして、それが３月の18日19日

にかけてだと手帳には書いています。これを

提案するのも整理が必要ですし、開会中とい

うことで、その中で滑り込ますことが出来な

ければ、会期の延長ということが図られて、

議論ができるゆとりがあったのではなかろう

かと思うのです。市長が提案する内容が完璧

なものであっても、市長は独任制ですし、言

わば最終決定権者ですから。議会は14人の議

員がいまして、そして合議制機関と言われて

います。言わば、多様な意見をそれぞれ議場

で述べ合って、そしてそこから最大公約数を

作っていく。そういう役割が議会にあると言

われています。様々な視点で、そのテーマを

見ると、そして市民生活に寄与するように、

これは議会が持っている権限、最も大事なこ

とだと近年言われておりまして、それらが、

この専決というのは市長が専決処分しますと、

承認ということで提案が出ますが、これから

仮に不承認になりましても効力に影響はない

わけであります。これは行政実例で出てまし
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て、だから非常に大きな権限がある。議会の

権能を奪うということにも繋がりかねない。

私は、先ほども言いましたように、この内容

に関する緊急性ということに対する疑義と、

それから議会を招集する時間的余裕はなかっ

たとは言えないのではないかと、このように

実は思った次第です。施行側の段取りとか、

議会側の準備とかありますから、私はそのと

きの当事者ではありませんので、その辺の事

情というのは深くはわからないわけでありま

すが、申し上げたいことは、議会が議会たる

所以といいましょうか、このような事案が多

くなりますと、議会不要論が増えるわけであ

ります。追認機関ということになってしま

う。こういうことは決してプラスになりませ

んので、今後の専決に当たりましては、私が

口幅ったいことを申し上げたのかもしれませ

んが、専決処分を行うということについての

慎重さというものは、求められているのでは

なかろうかと思うんです。その辺、お答えい

ただければと思います。 

●市長板東知文君 専決処分は、地方自治法

第179条の規定に基づき、厳格に運用されるべ

きものと考えているところでございます。こ

のたび特に緊急を要するため議会を招集する

時間的な余裕がないものと判断し、専決処分

を行ったものでございます。しかしながら今

後とも、法令の趣旨を十分踏まえ、慎重かつ

適正に対応してまいりたいと考えているとこ

ろでございます。 

●議長金子義彦君 他に。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

これをもって、一括質疑を終結いたします。 

これより、一括討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 これをもって、一括討論を終結いたします。 

これより一括採決いたします。 

本件は、原案のとおり承認することにご異

議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって、承認第５号専決処分の承認を求め

る件（令和３年度美唄市一般会計補正予算（第

13号））ないし承認第９号専決処分の承認を求

める件（美唄市介護保険条例の一部を改正す

る条例）の以上５件は、原案のとおり承認さ

れました。 

  

●議長金子義彦君 次に日程の第18、議案第

25号北海道市町村職員退職手当組合規約の一

部変更の件ないし日程の第25、議案第32号美

唄市交流拠点施設条例の一部改正の件の以上

８件を一括議題といたします。 

本件に関し、提案理由の説明を求めます。 

●市長板東知文君（登壇） ただいま上程さ

れました各案件について、提案理由をご説明

申し上げます。 

初めに、議案第25号北海道市町村職員退職

手当組合規約の一部変更の件であります。本

件は、北海道市町村職員退職手当組合に上川

中部福祉事務組合が令和４年４月１日付で加

入することから、地方自治法第286条第１項の

規定に基づき、組合組織団体の協議により、

規約中の別表について必要な変更を行うもの

であります。 

次に、議案第26号財産購入の件（情報セキ

ュリティシステム等）であります。本件は、

情報セキュリティシステム等の購入につい
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て、議案に記載のとおり契約しようとするも

ので、議会の議決に付すべき契約及び財産の

取得又は処分に関する条例の規定により、議

会の議決を求めるものであります。 

次に、議案第27号財産購入の件（公用パソ

コン等）であります。本件は、公用パソコン

等の購入について、議案に記載のとおり契約

しようとするもので、議会の議決に付すべき

契約及び財産の取得又は処分に関する条例の

規定により、議会の議決を求めるものであり

ます。 

次に、議案第28号契約締結の件（サン・ス

ポーツランド美唄テニスコート改修工事）で

あります。本件は、サン・スポーツランド美

唄テニスコート改修工事の施工について、議

案に記載のとおり契約しようとするもので、

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又

は処分に関する条例の規定により、議会の議

決を求めるものであります。 

次に、議案第29号契約締結の件（美唄市立

東小学校大規模改修工事）であります。本件

は、美唄市立東小学校大規模改修工事の施工

について、議案に記載のとおり契約しようと

するもので、議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得又は処分に関する条例の規定によ

り、議会の議決を求めるものであります。 

次に、議案第30号墓地使用並びに使用料に

関する条例の全部改正の件であります。本件

は、少子高齢化や核家族化等の社会情勢の変

化により、遺骨の埋蔵方法の多様化が進んで

いるため、新たに市民ニーズの高い合同墓を

設置することから、必要な改正を行うもので

あります。 

次に、議案第31号美唄市税条例の一部改正

の件であります。本件は、地方税法ほか、関

連法令を改正する法令が令和４年３月31日に

それぞれ公布され、一部を除き、同年４月１

日から施行されたことに伴い、国民健康保険

税について基礎課税額及び後期高齢者支援金

等課税額の課税限度額、並びに国民健康保険

税の減額を行った後の課税限度額をそれぞれ

引き上げることから、必要な改正を行うもの

であります。 

次に、議案第32号美唄市交流拠点施設条例

の一部改正の件であります。本件は、美唄市

交流拠点施設の駐車場において、車中泊を可

能とするＲＶパーク用電源を設置し、使用料

金を定めることから、必要な改正を行うもの

であります。 

よろしくご審議をお願いいたします。 

●議長金子義彦君 ただいま提案理由の説明

がありました、議案第25号ないし議案第32号

の以上８件については、大綱質疑にとどめ、

所管の常任委員会に付託の上、審査すること

にいたしたいと思います。 

これより、議案第25号ないし議案第32号の

以上８件について、一括大綱質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

これをもって、一括大綱質疑を終結いたし

ます。 

よって、議案第25号ないし議案第29号の以

上５件は総務・文教委員会に、議案第30号な

いし議案第32号の以上３件は産業・厚生委員

会にそれぞれ付託の上、審査することにいた

します。 

  

●議長金子義彦君 次に日程の第26、議案第

33号令和４年度美唄市一般会計補正予算（第
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２号）ないし日程の第27、議案第34号令和４

年度美唄市水道事業会計補正予算（第１号）

の以上２件について、一括議題といたします。 

本件に関し、提案理由の説明を求めます。 

●市長板東知文君（登壇） ただいま上程さ

れました各案件について、提案理由をご説明

申し上げます。 

初めに、議案第33号令和４年度美唄市一般

会計補正予算（第２号）であります。本件は、

第１条、歳入歳出予算について補正しようと

するものであります。第１条、歳入歳出予算

の補正につきましては、歳入歳出の予算総額

にそれぞれ２億8,026万1,000円を増額補正

し、補正後の予算総額を178億3,430万9,000

円にしようとするものであります。 

補正内容につきまして、歳出から申し上げ

ますと、総務費には雪害の影響により、破損

した生活館の屋根の修繕を行う「公有財産管

理事務」を増額計上いたしました。 

民生費には、長期化する感染症と物価高騰

等の影響を受けている生活困窮者等への支援

として、低所得の子育て世帯に対する給付金

の方針が国から示されたことから、対象児童

１人当たり５万円を支給する「子育て世帯生

活支援特別給付金支給事業」を計上いたしま

した。 

衛生費には新型コロナウイルスワクチンの

４回目接種の方針が国から示されたことか

ら、必要な体制を確保する「新型コロナウイ

ルスワクチン接種事業」を増額計上いたしま

した。 

商工費には、長期化する感染症と物価高騰

等の影響を受けている市内事業者を支援する

ため、当初予算に計上している「がんばろう！

びばい応援券」の販売セット数を増刷発行す

る「がんばろう！びばい応援券発行事業」の

ほか、同じく当初予算に計上している宿泊助

成等を増額する「美唄応援団宿泊助成事業」

をそれぞれ増額計上いたしました。 

教育費には、雪害の影響により破損した体

育センターの出入口通路の改修を行う「体育

センター整備事業」を計上いたしました。 

諸支出金には、長期化する感染症と物価高

騰等の影響を受けている生活者及び事業者へ

の支援として、水道料金の減免を実施するた

め、水道事業会計に対し、減収分の追加繰り

出しを行う「水道会計支出金」を増額計上い

たしました。 

一方、歳入につきましては、歳出計上額に

対応する地方交付税、国庫支出金、繰入金、

諸収入をそれぞれ増額補正し、財源対応いた

しました。 

次に、議案第34号令和４年度美唄水道事業

会計補正予算（第１号）であります。本件は、

長期化する感染症と物価高騰等の影響を受け

ている生活者及び事業者への支援として、水

道料金の減免を実施することに伴う給水収益

の減収分及びシステム作業手数料を補正する

ものであります。 

補正内容につきましては、予算第３条に定

めた収益的収入の予定額のうち、営業収益を

7,501万円減額するとともに、営業外収益を

7,600万円増額し、収益的収入合計を６億

2,741万4,000円に、収益的支出の予定額のう

ち、営業費用に99万円を増額し、収益的支出

合計を７億5,442万1,000円にしようとするも

のであります。 

よろしくご審議をお願いいたします。 
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●議長金子義彦君 お諮りいたします。 

ただいま、提案理由の説明がありました議

案第33号及び議案第34号の以上２件について

は大綱質疑にとどめ、後ほど設置いたします

特別委員会に付託の上、審査することにいた

したいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議ありませんので、そのように決定い

たしました。 

これより、議案第33号及び議案第34号の以

上２件について、一括大綱質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

これをもって、一括大綱質疑を終結いたし

ます。 

お諮りいたします。 

議案第33号及び議案第34号の以上２件につ

いては、13人の委員をもって構成する予算審

査特別委員会を設置し、これに付託の上、審

査することにいたしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議ありませんので、そのように決定い

たしました。 

ただいま設置されました、予算審査特別委

員会委員の選任については、委員会条例第８

条第１項の規定により、 

森明人議員、伊藤真久議員、 

齋藤久美夫議員、山上他美夫議員、 

本郷幸治議員、山崎一広議員、 

川上美樹議員、楠徹也議員、 

松山教宗議員、紫藤政則議員、 

桜井龍雄議員、谷村知重議員、 

小関勝教議員 

の以上13人の議員を指名いたします。 

  

●議長金子義彦君 以上をもって、本日の日

程は全部終了いたしました。 

本日はこれをもって散会いたします。 

  

午前１０時５８分 散会 
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